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■
申
込
方
法
＝
奨
学
生
願
書
、奨
学
生

推
薦
調
書
、在
学
証
明
書（
入
学
前
の

場
合
は
合
格
証
明
書
。入
学
後
、在
学

証
明
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
）、所

得
証
明
書
な
ど
を
担
当
係
に
提
出

［
担
当
］川▢
教
育
総
務
課  

総
務
係

頴▢
・
知▢
教
育
振
興
課  

総
務
係

市
行
政
改
革
推
進
委
員
会

委
員 

募
集

市
で
は
、社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に

対
応
し
た
、簡
素
で
効
率
的
な
市
政
の

実
現
を
推
進
す
る
た
め
、「
南
九
州
市
行

政
改
革
推
進
委
員
会
」を
設
置
し
て
い

ま
す
。市
長
の
諮
問
に
応
じ
て
、市
行
政

改
革
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議

す
る
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
期
間
＝

３
月
３
日
（
木
）
～
４
月
８
日
（
金
）

■
募
集
人
数
＝
２
人
以
内

■
委
員
任
期
＝
委
嘱
日
か
ら
平
成
30
年

３
月
31
日
ま
で

■
応
募
資
格
＝
20
歳
以
上
で
、市
内
に

住
所
が
あ
る
方
ま
た
は
市
内
に
あ

る
事
業
所
な
ど
に
勤
務
す
る
方
。た

だ
し
、市
議
会
議
員
、市
職
員
で
な

い
方
。

■
そ
の
他
＝
応
募
用
紙
は
知▢
総
務
課
、

頴▢
・
川▢
支
所
地
域
振
興
係
に
あ
り

ま
す
。

［
担
当
］知▢
総
務
課 

行
政
改
革
推
進
係

募
　
集

平
成
28
年
度

奨
学
金
貸
与
希
望
者  

募
集

　

市
で
は
、修
学
の
意
志
能
力
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
経
済
的
理
由
に
よ
っ

て
修
学
が
困
難
な
生
徒
・
学
生
へ
無
利

子
で
奨
学
金
を
貸
与
し
ま
す
。た
だ
し
、

適
正
に
返
還
さ
れ
な
い
場
合
は
遅
延
損

害
金
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

制
度
の
内
容
に
つ
い
て
は
次
の
と

お
り
で
す
。

■
募
集
期
間
＝

　
３
月
10
日（
木
）～
４
月
15
日（
金
）

催
　
し

夢・風
の
里
ア
グ
リ
ラ
ン
ド
え
い

第
４
回
ア
グ
リ
ウ
ォ
ー
ク

さ
わ
や
か
な
高

原
の
風
と
新
茶
の

香
り
を
感
じ
な
が

ら
、頴
娃
を
歩
き

ま
せ
ん
か
。

今
回
は
真
田
幸

村
伝
説
コ
ー
ス
を
新
た
に
設
け
て
い
ま

す
。ぜ
ひ
、ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
開
催
日
＝
３
月
20
日（
日
）

■
集
合
場
所
＝

　
夢・風
の
里
ア
グ
リ
ラ
ン
ド
え
い

■
コ
ー
ス
＝
Ⓐ
大
野
岳
10
㌔（
行
き
は

歩
き
、帰
り
は
バ
ス
乗
車
）／
Ⓑ
真
田

幸
村
伝
説
11
・
５
㌔（
行
き
は
歩
き
、

帰
り
は
バ
ス
乗
車
）／
Ⓒ
ら
く
ら
く

風
車・展
望
台
６
㌔

■
申
込
期
限
＝
３
月
６
日（
日
）

■
参
加
費
＝
一
般
：
１
５
０
０
円

　
中
学・高
校
生
：
１
０
０
０
円

　
小
学
生
以
下
：
５
０
０
円

※
Ⓐ
Ⓑ
コ
ー
ス
は
、参
加
費
の
他
に
バ

ス
代（
３
０
０
円
）が
必
要
で
す
。

※
当
日
参
加
も
で
き
ま
す
。Ⓐ
Ⓑ
コ
ー

ス
は
午
前
８
時
か
ら
、Ⓒ
コ
ー
ス
は

午
前
９
時
か
ら
受
け
付
け
し
ま
す
。

［
問
］夢・風
の
里
ア
グ
リ
ラ
ン
ド
え
い

　
☎
０
９
９
３-

36-

３
５
３
５

春
の
う
ん
ま
か
も
ん
市市

特
産
品
協
会

会
員
が
地
元
特
産

品
を
販
売
し
ま

す
。お
楽
し
み
抽

選
会
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
イ
ベ
ン
ト
を

し
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
日
時
＝
３
月
27
日（
日
）

　
　
　
　
午
前
９
時
～
午
後
３
時

■
場
所
＝
道
の
駅
川
辺
や
す
ら
ぎ
の
郷

［
担
当
］知▢
商
工
観
光
課  

商
工
水
産
係

街
は
ギ
ャ
ラ
リ
ー

　
～
歩
き
た
い
街
か
わ
な
べ

　
　
　
子
ど
も
た
ち
の
絵
を
彩
り
に
～

川
辺
の
商
店
街
が
ギ
ャ
ラ
リ
ー
会
場

と
な
り
、小・
中
学
生
や
子
ど
も
美
術

教
室
ピ
カ
ソ
の
子
ど
も
た
ち
の
絵
、約

６
０
０
枚
を
展
示
し
ま
す
。

■
開
催
期
間
＝
２
月
28
日（
日
）ま
で

■
夕
暮
れ
コ
ン
サ
ー
ト
＝

日
時
：
２
月
27
日（
土
）午
後
２
～
４
時

場
所
：
商
店
街
の
通
り
に
あ
る
光
徳
寺

※
入
場
は
無
料
で
、申
し
込
み
も
不
要

［
問
］街
は
ギ
ャ
ラ
リ
ー
実
行
委
員
会

・Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ニ
ア
あ
な
た
の
近
く
に

☎・℻▢
０
９
９
３-

56-

０
２
１
１

・店
遊
び
萌

☎・℻▢
０
９
９
３-

56-

３
７
３
８

項　　目 内　　容

申　込　資　格　
高校・高等専門学校・短大・専修学校・大
学・大学院に在学し、品行方正、学術優秀
で、学資の支払いが困難と認められる方で、
本市に住所がある方の子

金　額
（月額）

高校 10,000円

募集人員

10人以内

高等専門学校 13,000円 3人以内

短大・専修学校 20,000円 15人以内

大学・大学院 30,000円 15人以内

貸　与　期　間 当該学校の正規の在学期間中

返　還　期　間
貸与満了１年後から高校奨学生であった方
は６年以内、高等専門学校・短大・専修学
校奨学生であった方は８年以内、その他の
方は10年以内
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■
提
出
期
限
＝

３
月
７
日
（
月
）午
後
３
時

【
公
開
】

■
日
時
＝
２
月
22
日（
月
）～
３
月
４
日

（
金
）午
前
９
時
～
午
後
５
時

■
場
所
＝
南
九
州
市
役
所 

知
覧
庁
舎

［
担
当
］
知▢
都
市
計
画
課 

公
園
管
理
係

子
ど
も
医
療
費
助
成
決
定
通
知

書
の
送
付
を
廃
止
し
ま
す

現
在
「
子
ど
も
医
療
費
助
成
決
定
通

知
書
」を
毎
月
各
家
庭
へ
送
付
し
て
い

ま
す
が
、平
成
28
年
４
月
か
ら
送
付
し

な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。４
月
以
降
、

詳
し
い
支
給
内
容
な
ど
が
必
要
な
場
合

は
、担
当
係
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。な
お
、口
座
振
込
は
こ
れ
ま
で
と
同

じ
毎
月
25
日
（
土
日
祝
祭
日
の
場
合
は

前
日
振
込
）に
行
い
ま
す
。

ま
た
、各
保
険
団
体
の
高
額
療
養
費・

付
加
給
付
に
該
当
す
る
世
帯
へ
は
、「
各

保
険
団
体
か
ら
の
情
報
提
供
に
関
す
る

同
意
書
」を
月
初
め
に
送
付
し
ま
す
。提

出
さ
れ
た
同
意
書
に
記
載
さ
れ
た
医
療

費
は
、高
額
療
養
費・付
加
給
付
が
決
定

す
る
ま
で
保
留
扱
い
で
す
。適
正
受
診

に
心
が
け
て
健
康
の
維
持・
増
進
に
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

［
担
当
］
川▢
福
祉
課 

児
童
福
祉
係

頴▢
・
知▢
支
所 

福
祉
係

（
受
講
さ
れ
た
方
に
は
オ
レ
ン
ジ
リ
ン

グ
を
差
し
上
げ
ま
す
）

■
申
込
方
法
＝
受
講
を
希
望
す
る
開
催

日
の
２
日
前
ま
で
に
担
当
係
に
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
１
会
場
20
人
ま
で
で
す
。

［
担
当
］
川▢
長
寿
介
護
課 

地
域
包
括
支
援
係

頴▢
・
知▢
支
所 

地
域
包
括
支
援
係 

市
の
備
品
を
入
札
に
よ
り
売
却

■
売
却
品
＝
軽
ダ
ン
プ
ト
ラ
ッ
ク

【
入
札
】

■
参
加
資
格
＝
県
内
に
住
所
が
あ
る
個

人
ま
た
は
事
務
所
が
あ
る
法
人
。た

だ
し
、そ
の
他
制
約
が
あ
り
ま
す
。詳

し
く
は
、担
当
係
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
入
札
方
法
＝
一
般
競
争
入
札
。入
札

書
を
担
当
係
に
郵
送
ま
た
は
持
参
。

■
日
時
＝
５
月
15
日（
日
）午
前
９
時
～

■
場
所
＝
鴨
池
補
助
競
技
場
、ハ
ー
ト

ピ
ア
か
ご
し
ま
、県
立
サ
ッ
カ
ー・
ラ

グ
ビ
ー
場

■
参
加
資
格
＝
13
歳
以
上
の
県
内
居
住

者
で
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者

※
医
師
の
診
断
で
出
場
可
能
と
認
め

ら
れ
、参
加
同
意
書
の
提
出
が
必
要

で
す
。

■
申
込
方
法
＝
３
月
４
日（
金
）ま
で

に
、担
当
係
に
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

［
担
当
］
川▢
福
祉
課  

障
害
福
祉
係

お
知
ら
せ

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

～
認
知
症
に
つ
い
て
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
～

認
知
症
の
方
を
介
護
す
る
家
族
を
対

象
に
、認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

を
開
催
し
ま
す
。認
知
症
の
症
状
や
認

知
症
の
方
の
思
い
を
理
解
す
る
た
め
の

講
話
と
、介
護
家
族
の
交
流
を
行
い
ま

す
。ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
日
時・場
所
＝

◎
３
月
11
日（
金
）午
後
１
時
30
分
～

川
辺
保
健
セ
ン
タ
ー

◎
３
月
17
日（
木
）午
後
１
時
30
分
～

頴
娃
保
健
セ
ン
タ
ー

◎
３
月
25
日（
金
）午
後
１
時
30
分
～

知
覧
保
健
セ
ン
タ
ー

■
受
講
料
＝
無
料

頴
娃・知
覧・川
辺
地
域
審
議
会

委
員 

募
集

市
で
は
、地
域
の
均
衡
あ
る
発
展
を

図
る
た
め
地
域
か
ら
の
声
を
集
約
す
る

場
と
し
て
、合
併
時
か
ら
地
域
審
議
会

を
旧
町
単
位
に
設
置
し
て
い
ま
す
。市

長
の
諮
問
に
応
じ
て
、総
合
計
画
の
策

定
ま
た
は
変
更
に
関
す
る
事
項
、地
域

に
関
す
る
事
項
な
ど
を
審
議
す
る
委
員

を
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
期
間
＝

３
月
３
日
（
木
）
～
４
月
８
日
（
金
）

■
募
集
人
数
＝
各
地
域
２
人
以
内

■
委
員
任
期
＝
委
嘱
日
か
ら
平
成
30
年

３
月
31
日
ま
で

■
応
募
資
格
＝
20
歳
以
上
で
、当
該
地

域
に
住
所
が
あ
る
方
ま
た
は
当
該
地

域
内
に
あ
る
事
業
所
な
ど
に
勤
務
す

る
方
。た
だ
し
、市
議
会
議
員
、市
職

員
で
な
い
方
。

■
そ
の
他
＝
応
募
用
紙
は
知▢
総
務
課
、

頴▢
・
川▢
支
所
地
域
振
興
係
に
あ
り

ま
す
。

［
担
当
］知▢
総
務
課 

行
政
改
革
推
進
係

頴▢
・
川▢
支
所 

地
域
振
興
係

県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会（
身
体

障
害
者
部
門
）参
加
者  

募
集

■
種
目
＝
陸
上
、水
泳
、ア
ー
チ
ェ

リ
ー
、卓
球
、フ
ラ
イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク

車種 スズキ
初年度登録 平成９年
型式 Ｖ－ＤＤ５１Ｂ
車検期限 車検切れ

走行距離 60,077km
(H27.12 月末現在 )
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確定申告は正しくお早めに
　平成 27 年分の所得税および復興特別所得税の確
定申告期間は、平成 28年３月15日（火）までです。
　所得税は、納税者自身が所得金額や税額を正しく
計算して納税する申告納税制度を採用していますの
で、申告と納税は、期限内に済ませましょう。
　申告期限が間近になりますと、申告相談会場は混
雑し、長時間かかる場合もありますので、早めに申
告を済ませましょう。
　なお、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コー
ナー」で作成した確定申告書を印刷して、所轄税務
署へ郵送などにより提出できます（e-Tax で送信も
できます）ので、ぜひご利用ください。
　詳しくは、近くの税務署にお尋ねください。 【お問い合わせ】

知覧税務署〒 897-0393　南九州市知覧町郡 6212 番地
☎ 0993-83-2411（自動音声案内）

● 知覧税務署からのお知らせ ●

○確定申告場所
　知覧税務署：３月15日（火）まで
・申告に必要な書類を必ず持参してください。
・申告受付は、平日（土・日を除く）の午前９時か

ら午後４時までです。
・翌年以降の申告のために、申告書の控えは必ず保

存してください。
○インターネットでも申告できます（e-Tax）
　税務署に行かなくても、国税庁ホームページの「確
定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、自
宅からネットで提出（送信）できます。

　皆さんの静穏な生活を害さないよう
配慮し、非常時の重要な放送が聞き逃さ
れないようにするためです。
　防災行政無線放送は、自然災害などの
正確な情報を一斉に市民に伝達する手段
として、情報を伝える側にとって利便性に
大変優れていますが、市民の皆さんの静
穏な生活を害することのないよう配慮す
る必要があります。
　また、防災行政無線放送は、聞く側の
皆さんにとっては拒みようがありませんの
で、さまざまな放送が毎日続くと、放送を
漫然と聞き流すことが習慣化してしまい、
いざ災害などの非常時に生命に関わるよ
うな放送を聞き流してしまうといったこと
が心配されます。

　ガイドラインを定め、次のように変わります。
①市民の皆さんに関係し、市が主催・共催のもので、
他に伝達手段がない、または緊急性を要するもの
などに限定
②通常の放送は室内の戸別受信機のみ
　※戸別受信機のない地域は屋外
③１内容の放送回数を原則１回
④録音機能のある戸別受信機の使用方法を周知
⑤地上デジタル放送のデータ放送を利用して市の情
報を発信
⑥時報（朝６時、正午、午後５時。地域によっては朝10
時と午後３時も）は要望する地域の屋外のみ
※要望は２月に自治会長へ文書で依頼し、４月に
開催する行政嘱託員会で取りまとめ

　今年４月から変わります。
　Ｑ２⑥の時報は要望を取りまとめ次第、５月以降に変わる予定です。

Ｑ１. なぜ変わるの？ Ｑ２. どのように変わるの？

Ｑ３.  いつから変わるの？

防災行政無線放送が変わります

［担当］知▢総務課  行政係
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［
申・問
］加
世
田
保
健
所

　
☎
０
９
９
３-

53-

２
３
１
５

境
界
ト
ラ
ブ
ル
無
料
相
談
所

法
務
局
職
員
お
よ
び
土
地
家
屋
調
査

士
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。相
談
は
無
料

で
、秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

■
日
時
＝
３
月
６
日（
日
）

 
 

午
前
10
時
～
午
後
３
時

■
場
所
＝
鹿
児
島
地
方
法
務
局
知
覧
支
局

■
相
談
内
容
＝
境
界
の
ト
ラ
ブ
ル
、筆

界
特
定
に
関
す
る
相
談

■
申
込
方
法
＝
３
月
４
日（
金
）ま
で
に

電
話
で
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

［
申
・
問
］鹿
児
島
地
方
法
務
局　

知
覧

支
局

☎
０
９
９
３-

83-

２
２
０
８

①
定
年
年
齢
の
65
歳
へ
の
引
き
上
げ

②
60
歳
以
上
の
定
年
後
、65
歳
ま
で
の

継
続
雇
用
制
度
の
導
入

③
定
年
制
度
の
廃
止

［
問
］加
世
田
公
共
職
業
安
定
所

☎
０
９
９
３-

53-

５
１
１
１

相
　
談

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
会

こ
こ
ろ
の
不
調
や
認
知
症
、引
き
こ

も
り
な
ど
で
お
困
り
の
家
族・
本
人
を

対
象
に
、無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
相
談
医
＝
岡
村
美
和
子 

医
師

　
　
　
　
　
（
南
九
州
さ
く
ら
病
院
）

■
日
時
＝
３
月
１
日（
火
）

　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

■
場
所
＝
知
覧
保
健
セ
ン
タ
ー

■
申
込
方
法
＝
２
月
26
日（
金
）正
午
ま

で
に
電
話
で
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

母
子・父
子
家
庭
の

経
済
的
自
立
を
支
援
し
ま
す

○
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

県
な
ど
の
就
職
相
談
を
通
じ
て
市
が

指
定
し
た
講
座
を
受
講
し
た
場
合
、教

育
訓
練
修
了
後
に
受
講
費
用
の
一
部
を

支
給
し
ま
す
。

■
支
給
額
＝
教
育
訓
練
受
講
の
た
め
に

支
払
っ
た
費
用
の
20
％
相
当
額（
上

限
額
：
10
万
円
、下
限
額
：
４
千
円
）

※
受
講
開
始
前
に
申
請
し
、受
講
対
象

講
座
の
指
定
を
受
け
る
必
要
あ
り
。

○
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
費
・
高
等

職
業
訓
練
修
了
支
援
給
付
金

就
職
に
有
利
か
つ
生
活
安
定
に
資
す

る
資
格
取
得
を
促
進
す
る
た
め
、養
成

訓
練
の
受
講
期
間
に
給
付
費
を
支
給

し
、さ
ら
に
入
学
時
の
負
担
を
考
慮
し

修
了
後
に
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

■
対
象
資
格
＝

①
看
護
師 

②
介
護
福
祉
士 

③
保
育
士

④
理
学
療
法
士 

⑤
作
業
療
法
士

⑥
そ
の
他
、市
長
が
定
め
る
資
格

■
支
給
額
＝

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
費
：

月
額
10
万
円（
市
民
税
非
課
税
世
帯
）

月
額
７
万
５
百
円（
市
民
税
課
税
世
帯
）

高
等
職
業
訓
練
修
了
支
援
給
付
金
：

５
万
円（
市
民
税
非
課
税
世
帯
）

２
万
５
千
円（
市
民
税
課
税
世
帯
）

※
詳
し
く
は
、担
当
係
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

［
担
当
］
川▢
福
祉
課 

児
童
福
祉
係

頴▢
・
知▢
支
所 

福
祉
係

子
育
て
支
援
パ
ス
ポ
ー
ト
が

全
国
共
通
へ

県
が
実
施
し
て
い
る
「
か
ご
し
ま
子

育
て
支
援
パ
ス
ポ
ー
ト
事
業
」で
は
、４

月
か
ら
全
国
共
通
の
サ
ー
ビ
ス
を
順
次

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

県
外
で
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
希
望
す

る
方
は
、担
当
係
で
手
続
き
し
て
く
だ

さ
い
。県
内
の
協
賛
店
で
は
現
在
お
持

ち
の
カ
ー
ド
を
利
用
で
き
ま
す
。

［
担
当
］
川▢
福
祉
課  

児
童
福
祉
係

頴▢
・
知▢
支
所  

福
祉
係

あ
な
た
の
会
社
は

65
歳
ま
で
働
け
ま
す
か

老
齢
厚
生
年
金
（
報
酬
比
例
部
分
）

の
支
給
開
始
年
齢
が
段
階
的
に
65
歳
ま

で
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
対
応
し
、

働
く
意
欲
の
あ
る
高
年
齢
者
を
活
用
し

て
労
働
力
と
し
て
確
保
す
る
た
め
、希

望
者
全
員
の
65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
を

目
的
に
、高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
が
平

成
25
年
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
法

で
は
、次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
の
措

置
の
実
施
を
事
業
主
に
義
務
付
け
て
い

ま
す
。（
経
過
措
置
制
度
あ
り
）

１月24日、25日の寒波により、市内
の宅地内給水管などから漏水が多発
しました。市では、水道管凍結による
漏水の多い方について、水道料金の減
免措置を行います。該当する方は、修
理をした業者の証明または領収書を
添付し、担当係に水道料金減免の申請
をしてください。
詳しくは、担当係にお問い合わせく
ださい。

◆凍結防止のために◆
気温が氷点下になると、水道管の凍
結により、水が凍って出なくなった
り、水道管が破裂したりする場合があ
ります。地上に露出している水道管に
は、保温材（布や毛布でも良い）を巻く
など、凍結防止に努めてください。

寒波による水道管漏水の
水道料金を減免します

[担当] 知▢水道課 業務係
		 頴▢・川▢支所 水道係
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～「学生納付特例制度」と「若年者納付猶予制度」～
★「学生納付特例制度」
　学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下
の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
　対象となる学生は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短
期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校（修
業年限１年以上である課程）、一部の海外大学の日本分校に在
学する方です。

★「若年者納付猶予制度」
　学生でない 30 歳未満の方で、本人および配偶者の所得が一
定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

　詳しくは、近くの年金事務所へご確認ください。

年 金 だ よ り
移 動 年 金 相 談 所

〇３月３日（木）　南さつま市役所
　　　　　　　　 スタジオ21
〇３月17日（木）　指宿市役所
〇３月24日（木）　枕崎市市民会館
※相談時間は各会場、午前10時～午後３時
　本人以外が相談する場合、委任状が必要
です。他市で実施している相談所でも相談
できます。
　移動年金相談は完全予約制（定員24人）。
　１週間前までに、鹿児島南年金事務所に
予約してください。

【お問い合わせ】　鹿児島南年金事務所　☎099-251-3111
　　　　　　　　日本年金機構ホームページ　http://www.nenkin.go.jp/

　市では、納期限内に納めている大多数の皆さんとの
公平性を確保するため、滞納処分を強化し、滞納の解
消に取り組んでいます。
◎納税に関する相談
　失業・病気などにより一度に納税することが困難な
方や収入がない方につきましては、随時、納税相談を
受け付けています。

[担当] 頴▢収納対策課		収納対策係
（頴娃庁舎本館２階）		　

27年度滞納処分状況・・・差し押さえを実施した件数（件）

月
差し押さ 
えを実施 
した件数

内　　　　　　　　　訳
捜索

預貯金 給与 保険 不動産 その他

4月～12月 273 240 3 11 0 19 3

消費生活１１
０番

スマートフォン
アダルト動画 無

選

10 万円 支払い

業者 電話 生年月日 電話番号

スマホのアダルトサイト請求画面が消えない！

●アダルトサイトにアクセスしてしまい、請求画
面が消えなくなっても、あわてて業者に連絡
したり、お金を支払ったりしてはいけません。
●アダルトサイトで出る「無料」という表示は、
消費者にアクセスさせるための手口として多
く見られます。安易に「はい」を選択したり、ア
プリのダウンロードを行ったりしないようにし
ましょう。

●困ったときは親や信頼できる大人に相談する
とともに、南九州市消費生活センターなどに
相談してください（消費者ホットライン188）。

●請求画面を消す方法は独立行政法人情報処
理推進機構（IPA）のホームページが参考に
なります。　

ひとことアドバイス

【お問い合わせ】　
　南九州市消費生活センター（知▢商工観光課内）
　知▢商工観光課		商工水産係、頴▢・川▢支所		地域振興係

本文イラスト：黒崎 玄


